
証 人 調 書

(こ の調書は,第 2曜 日頭弁論調書と一体となるものである。)

事  件  の 表 示    平成 27年 (ワ )第 9316号              |

期        日    平成 29年 5月 15日  午後 2時 00分          |

氏       名    畑野 I贋 一
=

年       齢    63歳

住       所    大阪市西成 区千本 中 2-7-5

宣 誓 そ の 他 の 状 況    裁判長 は,宣誓の趣 旨を説 明 し,証人が偽証 を し

た場合 の罰 を告げ,別紙宣誓書を読み上げ させ て     :

その誓いをさせた。                   ‐
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達菫  言己  金桑   (平成 29年 5月 15日  第 2回 口頭弁論 )

事件番号  平成 27年 (ワ )第 9316号

証  人  火田里予  メ:[頁 一一

被告 ら代理人 (高橋)

乙第 18号証を示す

これ/は あなたの陳述書ですけれ ども, 7ページの 5行 日,一番最初の 「至急」

とい うのは,「支給」の誤字だということでよろしいですか。

‐
    は い 。

―    それ以外に間違いはあ りますか。

6ページの下か ら2行 日に 「大嶋委員」 とあ りますが,こ れ は 「

委員」の私の記憶違 いです。

それ以外は大丈夫ですか。

は い 。

畑野 さん′の経歴関係については,陳述書の第 1項 に記載の とお りとい ぅこと

で間違 いあ りませんか。

はい, 間違いあ りませ ん/.

今回の訴訟で被告 となってお る 日本 フリーメソジス ト教団,被告教団 と言 い
~    

ますが―, これは前身の 日本 自由メソデス ト教団か ら離脱 した教会によって
,

昭和 59年 に設立 された とい うことですか∩

その とお りです。

甲第 2号証 を示す

これ は,被告教団の教団教規 で, 201・ 2年度版 となっていますが,一番 当

初の ものができたのは,教団設立時 とい うことでよろ しいですか。

はい,そ の とお りです。

2012年 度版 とい うことは,そ の後何度か改正 とかが され′て,今 に至 って

いるとい う二とでぃいんです か。



はい,そ うです。

教団教規の規定について,順にお尋ねします。教規の中では,幾つか教師と

い う地位についての定めがありますね。

は い 。

具体的には,教会担当教師,神学教自T,教務教師,巡回教師,体職教師,引
退教師とい うのが定められてお りますが,教会担当教師の任命とい うのは ,

どなたがされますか。

教団理事長です。

巡回教師の任命は, どなたがされ,ま すか。

同 じく理事長 です。

教会担当教師の職務 とい うのは, どぅぃ うものにな りますか。

教会担 当教師は,理事長 によって任命 され,教会に任命 された教職執

事補,教職執事 ,教職長老であ ります。その職務は,教会総会や役員

会の議長になる,そ れから教会員の加入とな転ヌ、転出に関すること,

それから,教会の教務,員ォ攻に関することを掌る,それから宗教的な聖

餐式等の儀式等を掌ること,それから教会総会,教区会に報告やら推

薦を行 うこと,そ の他のことです。

今,い ろいろ言っていただいたノυですが,教会担当教師とい うのは,定めら

れた教会に専従 して牧会を行 うといぅことですか。

そのとお りです。

任地の教会で宣教とか儀式とかをするということですか。

そうです
^

巡回教師の職務とぃ ぅのは, どぅぃうものですか_

巡回教師とい ぅのは,教会はございませんけれども, しか し,教えを

広めたりする,そ ういう全般的な働 きには変わりがありません1‐

要は,定 まった教会というのがないということですねぅ



は い 。

依頼があれば,説教とか儀式を行 うといぅことですか。

そうです。

教会担当教師になると,謝儀 というものが与えられるんですか。

はい,そ のとお りです。

謝儀 というのは, どうぃう趣旨で与えられるものなんですか。

本来,教職は無給の働き人です。で,教会に遣わされたときに,そ の

教会での働き,あ るいは教職の生活のために夕教会が謝儀 という形で

支給をするものです^

その支出は誰がされるんですか。

教会です。

各教会ですか。

は い 。

給料とか賃金というものとは異なっているんですか。

違います。

どういう点が違 うんですか。

働きに応 じたりとか,あ るいは勤務時間とかいうょぅなものでは算出

されませんノ。

もともと,教師の活動とい うのは奉仕なんですか。

はい, そうです。

ただ,先 ほどのお話だと,教会担当教師の職務としては,牧会に専念すると

いうことでしたかね。

は い 。

生活のための援助みたいな ものになるんですか。

はい,そ うです。

巡回教師には,謝儀はないんですか。



ありませんG

巡回教師と教会担当教師で,教団内における地位に違いはあるんですか。

ありません。

いずれ/も 同じ教師とい うことですか。

そ うです。

教師の任命は理事長が行 うということだったんですが,誰 をどうい う教師に

するか, どういう任地にするかというのは, どこで決めるんですか。

それは任地指定委員会で決めます.

甲 2号証の 29条を示します。任地指定委員会の条項ですけれ/ど も,1項 に,~
「任地委員会は、教会担当教師、神学教師、教務教師及び教会担当教師の任

地を必要に応 じて決定又は変更する。」とありますね。

は い 。

ここには,巡回教師 とい う言葉が出てこないんです けれ ども,巡回教師につ

いて も任地指定委員会で決定す るんですか。

はい,そ の とお りです。

ここに巡回教師 とい う文字がないのは,ど うい う理 由によると思 われ ます か。

教団が設立 された ときには,巡回教師 とい うのはあ りませ んノで した。

項 目と して,後 に加 え られたんですけれ ども,こ この ところで,そ れ   ~

を入れ るのを忘れたん′だ と思いまづ c

29条 1項 に巡回教師の文字 がな くても,巡 回教師は任地指定委員会で決 定

されるということで間違いないんですね。

間違いありません。

陳述書にもあるんですけれども,教団が任命制度をメノジズムの根幹に関わ

る重要な制度としてぃるということから,当 然そう言えるということですから

そ うです∩

29条 2項のほうには,「任地委員会が、教師の任地又は教務を変更 しよう



とす る時は」 とい ぅ文言があるんですが,こ の教務 の変更 とい うのは, どの

教師にす るか どうか とい うことを指 してい るとい うことですか。

そ うです。

そ こか らも,任地指定委員会で,巡回教師の教務 の変更 とい うか,決定 とい

うのをす る とい うことが読み取れ るわけですか。

はい,そ うです。

今回の裁判では,原告 を教会担当教師か ら巡回教師に教務 の変更を した こと

が問題 になっているんですが,こ の ときも,任地指定委員会 で,原告 を巡回

教師にす る とい うのが決定 されて,で ,当 時理事長だったあなたが,原告を

巡回教師に任命 した とい うことで間違いないですか。

はい,間違いあ りません。

教団教規の中には,教師の解任に関する規定はあ りませんね⌒

は い 。

これは, どうしてないんですか。

アメリカのメソジストの教会の伝続坤な考え方で,特に教職を解任す

るということはしないという歴史的な経過がありましたので,それに

準 じてお ります .

解任の規定がない とい ぅことであれば,教団の中では,教務 の変更 とかは ど

うい うふ うに して行 うんですか。

毎年新 しい年度に任命 を発表す るんですけれ ども,そ の任命の発表を

もつて変更いた してぉ ります。

新 しい任命があった場合には,前の任命 について解任 とかい う手続は,特に

ない とい うことですね。

あ りません。

そ うす るとり 当然に,新 しい任命行為によって,前年までの地位はな <な る

とい うことですかっ



そ ういうことです。

毎年度,新 しい任命がされたときに,前の地位 と新 しい任命による地位が併
存するということはぁり得ますか。

あり得ません。

教会担当教師と巡回教師を兼任 してぃる教師といぅ方はおられますか。
お りません。

複数の教会の教会担当教師を兼任 している教師とい ぅヽのはいますか。
お ります。

それrは , どぅいう理由で兼任されているんですか.

教会の大きさによって,ぃ ろいろな働 きがあって, 1人 の教会担 当教

帥では少 し無理があ る場合 ,複数にな ります。

複数 じゃな くて,兼任 で 1人 だけぃる教会 もあると思 うんですが,そ ぅぃ ぅ
ところは,なぜそ ぅなってぃるんですか。

兼任の教会は, 1人 の教会担当教師に対する謝儀 を払 うだけの規模が

ない,ぁ)る いは働 きにおいても, そんなに大 きくない とぃ ぅ場・金ヽ,兼
任 とい う形 をとってぉ ります。

甲第 4号証 を示す

被告教会の教会規員」を示 します。第 17条 に,代表役員の解任に関す る規定
があ りますね。

は い
。

一定の要件 を満た した場合 には,教会のほ うか ら教団の理事長に対 して,解
任を申請す ることができる とい うものですね。

は い
。

その申請が教団に来た ときは,教団 としては どぅぃ ぅ対応 をされ るんですか,

まず理事長宛てに来 るわけですか ら,理事会 を開いて, この案件
tiこ

つ

いて どうするか とい ぅことを審議いた しますら



理事会で審議 した後は,ど ぅしますか.

任地指定委員会に,そ の事柄につぃて考えてもら
任地指定委員会で検討されるわけですね。

うよ うに付託 します
{

そ うです

もし,そ の解任とぃぅのが妥当だとぃぅふ ぅに判断された場合は, どぅぃぅ手続をとるんですか。

教団理事長が解任の手続をとります。
その解任の手続といぅのは,何か特別な解任の手続があるんですかハ

ありません/∩

そうすると, どぅぃぅ対応になるんですか。

年度末の任命によって,新年度から別なところに行 <と ぃ
いた します。

この申請がぁった場合 も,通常 と同 じょ ぅに ,

職に就けるとぃ ぅことですか。

そ うです。

理事長が,教会の担当教師を変更したり,ほ かの任命をする
教会の責任役員会の決議といぅのは要るんですか。

要 りません。

教団総会の決議とぃぅのは要 りますか。

要 りませ ん。

必要な手続は,任地指定委員会の決定だけとぃぅことですか。

翌年度の新たな任命で違 ぅ教

とい うときには
,

そ うです。

この教会規則 17条 の規定 とぃ ぅのは ,

処分 とは無関係の規定ですか.

はい,関係あ りませんヽ

甲第 21号証ない し甲第 23号証を示す

教団教規の 116条 以下にある戒規



甲21号証は任命書,甲 22号証は辞任届,甲 23号証は就任承諾書ですが, |
この 3つ の書類とい うのは,ど ぅぃう趣旨で交付される書類なんでしょぅか。 |

任命書は,教団が任命する際です。あとの 2つに関しては,任命書も

そ うでありますけれども,法人の手続上で必要な書面であります。
法人の手続上 とい ぅのは, どぅぃう手続ですか。

代表役員変更に関する手続であります。

登記 とかに必要とい うことですか。

そういうことです。

この書類がないと,教務の変更の効力が発生しないとい ぅことはありますか。 V
いや,任地指定委員会の任命には関係がありません。

甲第 2号証 を示す

教団教規の116条には,戒規処分の暴文がありますね。

は い 。

117条 はり戒規処分についての規定でデ①から④まで,戒告,停職,免職 ,

除名 という4っ の処分が定められているんメですが,除名処分 というのは, ど

うい う処分になりますか。

これは,教団において教職であったことを,過去も含めて認めないと

いうことです。

教職であったことを認めないといぅことですかG

除毛処分は,教職であったことを認めないとぃぅことです。

免職 というのは,ど ぅぃうことですか。

教職の職務を停止するということです。

停止するということですか。

は い c

停職 とは違 うんですか .

停職は,教職 の職務 を一定の期間,止 めるとい う二 :≧ だ と思います .



今のお答 えです と,停職 と免職 との違いがはっき りしない ところが あるかな   ‐

と思ったんですけれ ども,こ れ までの準備書面 とかで主張 している分では,   ‐

免職 とい うのは,教職 とい う地位 を失わせ るものだと。除名 とい うのは,教    |
団に籍 を置いていた ことを,そ うい ぅ事実 をな くす ものだ とい うふ うに主張   ‐

してきているんですが,それはどちらが正 しいんですか。

ああ,ごめんなさい。今おっしゃったとぉりのことです。

免職というのは教職の地位を失わせる,除名 というのは教団に籍があったこ

とを失わせると,そ れのほうが正 ヒ′いとぃうことでょろしいですか。       |
_       は.い ,そ うです。すみませんF間違えました。

今回,原告を巡回教師に任命したといぅことは,戒規処分に当たるんですか。

当た りません c

教団 としては,原告に対 して戒規処分は何 もしていない とい ぅことですか。

していませんc

では,具体的に,今 回原告 を巡回教師に任命す るに至った経緯について聞い

ていきます。まず原告は,平成 8年に校告教田に籍を置いて,そ の後平成 1

1年に教職執事となって,平成 15年 4月 から清水草薙教会の教会担当教師 ,

平成 24年 4月 から被告教会の教会担当教師になったとぃぅことはょろしい

ですか。

そのとおりです。

原告を清水草薙教会から被告教会のほうへ任地の変更をしたといぅのは, ど

ういう理由からと聞いていますか。

教会員から,牧師の活動に関しての トラブノレ′や不祥事やら,い ろんノな

ことの報告が度々あったといぅことで。

清水草薙教会の信徒さんから,そ ういう苦情がぁったとぃぅことですか_

は い っ

それ′で任地を変更 され た とい うことですか .



はい。 もちろん,本 人か らも話 を聞きま した。

その ときの任命権者 とい うのは,ど なたですか。

私の前任の大嶋博道理事長です。

では,岩出教会に移 られ てか らのことを聞きます。

乙第 2号証の 1を 示す

平成 25年 7月 14日 ,被告教会の和 田光司 さんのほ うか ら理事長 のあなた

宛てに,原告の言動について非難 し,牧師の資質を疑 うとい う内容 の手紙 が

送 られ てきた とい うことです か。

はい,そ うです。

この手紙 を受けて,あ なた として 1事 具体的に何か対応 を とられま したか。

特 に理事会で取 り上 げ るとい うことはいた しませんで した。

それ は何か理由があるんですか。

今までにも幾つかお手紙が来てお りますので,一っ一っ取 り上 げてい

ます と,対応に少 し時間が掛か りますので,も う少 し様子 を見 よ うと

い う私の判断です .

乙第 3号証 を示す

平成 26年 7月 7日 に,被告教会の本村 さん とい ぅ信徒代議員の方か らメー

ルが届 きま したね。

は い 。

ここには,原告が本村 さんの襟首をつかんで罵声を浴びせたとぃ

教会のホームページに,原告が会堂建築の設計図に不具合がある

を載せたとか,そ ぅぃった内容のことが書かれてぃるんですが
,

として適正であるかどうか判断を仰ぎたいというメールですねぅ

は い
。

この メールを受けて,あ なたのほ うとしては,ど ぅぃ

信徒代議員か らのメー ルであ りま したので,二
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の理事会で取 り上げま した。

信徒代議員 とい うのは, ど ぅぃ う立場になるんですか。

教会総会で選ばれた教会員の代表であ りま して,教団総会に代議員 と

.       して出席 できる立場 の人です。

その方か らメールが来た とい うことで,あ なた も事 を薫 く受 け止 めた とぃ ぅ

ことですか。

はい,そ うです。

で,理事会で対応 された とい うことで したかね。

はいc理事会で話 し合いま して,で,事情 をお 2人か ら聞 くとい うこ

とにな りま した。

それで,平成 26年 7月 15日 に,あ なた と本 田理事,現在は理事長 ですけ

れ ども,お 2人で原告 と会われ たわけですか。

会 いま した。

原告は どうい ぅ話 をされま したか。

約 2時間半ほど話 をいた しま した。教会の現状の 二ととか,襟首をつ

かんだ とかぃ ぅよ うな話 合い,そ れか ら欠陥工事であるとかい うよう

な彼の主張 とか,そ ぅい うよ うなお話 も伺 いました.

一    会堂建築工事 に関 して, loo万 円の値引きをさせた とい ぅょ ぅな話 は出て

きま したか。

はい,割 と早い うちに出てきま した。

そのことについては,原告は何かおっ しゃっていま したから

はい。 100万 円の値引きができたので,こ れは ビジネスチ ャンスだ

とい う言葉 を言いま した。

その ビジネスチ ャンスだ とい う言葉 を聞いて,あ なたのほ うとしては, どぅ

思いま したか。

大変びっ くりぃた しま した。



ほかに,こ の loo万 円の値引きのことに関して驚いたこと

はい。交渉その他が,教会の役員会を通さずに,彼 1

たということ。それなら,お金のこともそうですし,

でやつているとい うことで,良 くないことだとい ぅふ

ほかに,信徒代議員の本村 さんの襟首をつかんだこと,・ そ ぅ

たとい うことは認められたんですか。

はい,認めま した。           ヽ

あ と,教会のホームペー ジに会堂建築の不具合の記事 を載せ た とぃ ぅことは

認 め られ,ま したか。

認 め られま した。

原告のほ うとしては,本村 さん とか教会 との関係については, どぅぃ ぅふ ぅ

におっ しゃってぃま したか。

はあ りますか。

人が対応 してぃ

それ は牧師 1人

うに諭 しま した。

い う事実があっ
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村上 さんのほ うとしては ,

やつたわけですか。

そ うです。

その後に,本村 さんのほ う

本村さんに謝罪したいとぃぅょぅな内容をおっし

からも,ぉ話をf司 つてぃますねこ

は い .

つ

』



本村さんのほうは, どうい ぅふ ぅにおっしゃってぃましたか。

約 2時間ほど,本田委員と2人でお会いしました。で,村上先生のほ

うは謝罪をしたいというふ うに申し上げましたら, にわかには信 じ難

いと,表面的な謝罪では受け入れられないということで,ち ょっと距

離を置かれました。

このときは,結局,謝罪というのはあったんですか。

このときは,直接 2人が会 うことはありませんでしたので,個別に聞

いてお りましたのでGで,本村さんのほうから,先生がそ うぉっしゃ

るんだったら,自 分たちも和解をしたいから, しばらく先生の様子を

見守 りたいとぃうことで伺いました。

乙第 6号証を示す

これは,平成 26年 11月 2日 に,本村さんをはじめとする教会の役員の連

名で,原告の牧師交替を求める文書ということですね。

はい,そ うです。        .
この文書が送られ′てきて,あ なたはどc)よ うな対応をすることにしましたか。

7月 に話 し合って,和解の方向でいけるかなと思っていたんですけれ

・ども,一方のほうから,こ ういう書面が出ましたので,和解は無理だ

なというふ ぅに判断をして,任地指定委員会を開くことを決めました。

任地指定委員会の中での検討結果は,ど ういうものになりましたかc

村上先生に岩出教会の教会担当教師を降りていただくということに決

めました。

教会担当教師を外すという決定がされたわけですね。

は い 。

それは, どうぃった理由になるんですか。

以前の静岡の清水の教会か らの ことと,今 回の岩出教会の こととで ,

教会の中での活動に関 して,信 徒 との信頼関係が うまくいか ない,そ

つ
ご



して,教会運営上の事柄 において も問題 を起 こ してぃ るので,こ れ は

もう無理だ とい ぅふ うに判断 しま した。

それフで, 11月 25日 に中江委員と馬場委員が原告と面談して,被告教会め

教会担当教師を翌年度から外すといぅことを伝えたんですか。

は い 。

その ときの原告の回答 とい うのは, どぅぃ うもので したか。

私はお聞きす るだけで しょぅとい ぅことでぁり ま した。

拒否す るよ うな姿:勢 はあ りま したか∩

なかった と問いてお ります G

この時点では,原告 をほかの教会の担当教師にす るか,そ れ以外の教務 にす

かは決 まっていま したか。

決 まってはぉ りませんで した。

12月 11日 に任地指定委員会が開かれて,そ の ときには,翌年度か ら原告

を巡回教師に任命す るとい うことが決定 されたん/ですね。

はい,そ うです。

ここで巡回教師にす るとい う結論に至ったのは, どぅぃ ぅ理 由ですか。

教会担 当教師 として,そ の任 には合わない とぃ ぅことで外 し、 そ して

巡回のほ うで働 いていただ くとい うことに決 めま した。

先 ほ どお っ しゃったょ ぅな,過去の清水草薙教会での出来事 とか,今回の岩

出教会での信徒 さん とのいきさっを踏 まえて,教会担 当教師はふ さゎ しくな

い とい う半J断 ですか。

はい,そ うです。

その翌年度か ら巡回教師に任命 します とぃ ぅことを,原告本ノゝに伝 える前 にっ

乙第 15号証 を示す

原告 のほ うか ら,こ の文書があなた宛てに送 られてきた とぃ うことですね
=

はい,そ うで■。
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内容的には,任地の変更に承服できない,仮に任地の変薫があっても,経済
的措置をお願いしたいとい うことが書かれているわけですね。

はい,そ うです。

この文書を受けて,あ なたとしては,ど ぅぃぅ対応をするというふ ぅにしま
したか。

任地指定委員会を開いて,こ の文書をどういうふ うに取 り扱 うかとぃ

うことを話 し合いました。

任地指定委員会では, どぅいうふ ぅな結論に至ったんですか。

_        前に決めたとぉ り巡回教師でPそ れ′から経済的援助について向ゴうか

ら申出がありましたので,それについて,月 lo万 円の生活支援金と

いう形で支給するということを決めました。

それで,平成 27年 1月 30日 に,大鳴委員と本田委員が,岩 出教会で原告

と会われたわけですね。

はい,そ うですG

そのときに委員のほうから,翌年度からは巡回教師に任命しますといぅこと

を伝えたとぃぅことですか。

そうです。

そのことについては,原告はどう言っていたと聞いていますか。

分かりましたとぃぅふ うに言ったと聞いています。

経済的措置の話といぅのは,そ のときに出てきたんですかっ

向こうから出てきました。

原告のほうからり経済的措置に関する話が出てきたわけですか島

そ うです。

それに対 しては,委員のほうから,月 10万円の支給のお話をしたとぃぅ二

とですか.

そうです。

15



それノに対す る回答は, どぅで したか∩

1週間ほ ど待 ってほ しぃ とぃ ぅふ ぅに言われ ま した c

l週 間たってか ら,返事 はあ りま したか。

あ りませんで した。

それで,大鳴委員のほ うか ら原告に電話 をかけた とぃ ぅことですね。

は い 。

原告のほ うか らは, ど ぅぃ うお話があ りま したか。。

社会保険料,そ の他 の ことがぁるので , もう少 し上積みが欲 しい とぃ

うことと,それ か ら, 1年 とい うふ ぅに言っていたんノですが,それ′を   ~
2年に延ば して ほ しぃ とぃ ぅことを要求 され ま した。

そのことについては,任地指定委員会で検討 されたわけですか。

そ うです。了解 をいた しま した。

月 13万円を 2年間支給す るとい うことを決定 したゎけですね。

は い
。

その ことは,誰が原告 に伝 えま したか。

その ことは,大嶋委員 が伝えて くれ ま した
`

それに対する原告の回答は, どぅぃ うもので したか。

分か りま した とぃ ぅことで した。

その一連のや り取 りを踏まえて,ぁ なたは正式に原告 を巡回教師に任命 した

とい うことですか。

はい,そ うです。

甲第 2号証 を示す

教団教規の 29条 を示 します。 2項 のほ うですが,「任地委員会が、教師の

任地又 は教務 を変更 しようとす る時は、当該教師及び教会の信徒代議員又は

任命 されている機関及び教師の意見 を尊重 して、任地又は職務を決定 しなけ

ればな らない。」 と規定 され ていますね .
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iま しヽ奉

この 「髪 命 されている機 聞及び教轟」 とい うのは,1舞 を指 してい るんです

主には,具体鍋に :ま 大阪キ リス ト教短嬢大学 とい うみが ございま して ,

その ミッシ ョンスクールの神学科に教理の牧鋒が行ってお ります :す れ

ども,そ こ母ことを指 しています。

任命 暮れてい る機 関 とい うの :ま ,主には,そ うい う学校 とかい うのが想定 さ

れているわますですか。

はい,そ うですこ

今菫 iま ,原告 を巡理教轟に任命す る :こ 当たって,原告の意見 を尊重す るとい

う手続 :ま経た もの と考えていますか舎

iま をヽ◆

それは,ど うい う点か ら言 えますか。

7月 にお会い して話 を した とき :こ ,い ろいろ事
j清

も聞きま した し,そ

の ≧き :こ F毎い改め とか,T曇 責事をしたい とい 予意真を進諄 1だ たヽ しま し

た。 しか し,そ めとぉ りにな らなかった と群 う事態を受 :す て,任堆指

定委員会で,別 な解決策 :ま ないだろ うかなとい うことを考えま した。

ですので,妊堆指定委員会は,何度 も本人か らの話 を霧いてお ります。

それ で,原告のほ うか ら申 し出てきた経済釣措置へのお願い とか も受 :す 入れ

た りし′ているとぃ ぅことですか。

そ うです。金額 も支給期間 t,幸 出の とお りに決めさせていただきま

した。

あとは,教会母鐘徒it議員の意見も緯合的 :こ 割断 した上で,決定を した とい

うことですかニ

はい,そ うです。

被告 ら代理 プ、 (井 上 }

，
一
　
か

し
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7薦 15甕 に)原告 :こ お会 い :こ なった とい うこ とで したね、̂

:ま しヽ。

そ こで,先 ほ ど 100万 の現金のことについて,こ れ :ま ビジネスチャンス と

い う発言があって,大変驚いた とおっ しゃぃま したね。

1ま ドヽ。

驚いた理 轟は, どうい うことですか。

向 こつ側が建築上の不具合があったので,額 を下げて くオ1す と。つま り,

こちらのほ うは,元手 ち何 もな しで,お金が入って くるとい うことで ,

こオ■まビジネスチャンスだとい うような ことを説萎 さf■ た と思いますこ 一

だか ら,驚いた とい う織は,なぜ驚いたかを聞いているんです。

それ !ま ,牧師 とい うよりも,ビジネス とい う,お金 も う:す とい うよ う

な ことを基準 :こ して交渉 したとい うこ二 こ対 して鷲きま した。

その とき :こ ,結局,議f罪をす るとぃ ぅことで,様子 を見るとい うこと:こ な り

ま したね。

iま い合

その後,議罪 ≧い う勢はな され」たんfで しrょ ぅか。

その後 iま なかった とい ぅふ 会に薦いています G

な くて,結局 ,先 :曇 ど示 された乙各号証の文書 が届いた とい うことで しヽいん  ~

ですね。

|ま しヽ.

原告代理人

6月 29輝 に襟首をつかんだ とい う事件 があ りま したね _

iま しヽ.

簡単に襟首事 等とい うふ うに言います |す れ どt, この襟言事件の前か ら,原

告 :こ :ま =彗鐘教会母牧鐸 として問題があるとい ぅ二≧を覆いていたわ :ナ です

1■ 。

０
０



は い 。

それは,主に誰か らそ うい うことを聞いていたんですか。

教会の役員。

だか ら,誰か らと聞いてい るんです。

本村 さん,ま たその奥 さんです。

この襟首事件 の内容ですが , どの程度の暴行があったのか と問いてい るんで

すか。

興奮 して立 ち上がって,そ し/て ,こ うフ木村 さんの襟首をつかんノで
,

罵つた とい うことを聞いていま十

襟首をつかんで揺すったんですか。

そ こは確認 していません。

襟首をつかんで,罵声 を浴びせたんですか。

とい うふ うに聞いています .

この原告の行為ですけれ ども,あ なたとした ら,いわゅる刑事事件で言 うと,

暴行に当たる程度の ことが行われた と見ているんですか.それ とも,た だ単

に, 日常的に,こ う襟首を触って, どん どんたたいた り,平手でぼんぼん と

挨拶程度にや るとか,法律的に問題にな らない もの もあ りますが , ど うい う

ふ うに考えていたんですか。

いわゆる暴行 とい うものではない とい うふ うに考 えていま した .

そ うす ると,あ なたのほ うは,そ んな大 した事件ではない と見ておったんで

すか。         ・

いや,教会 の中で起 こったことですか ら,大 した事件だった と思って

います .

大変な事件だ と思 っておった とい うことで しょう。

は い 。

乙 3号証 の本村 さんか らあなた宛 てのメールを見 ます と, 2枚 目に,「 今回

19



6月 29日 は言葉だけでな く手が出ています」とあって,そ の次には,感情
が高ぶったら自制が利かな くなったと,こ れが原告なんだとぃぅことを書い
ていますけれ ども,かなり暴行に近し

)よ うなことを原告はやったのではぁり
ませんか。

その文書からしか知 りませんので。

ただ,あなたは本村さんと日常的に接触があ.り ますよね。だから,大体木村
さんから聞いているでしょう。

は い 。

本村 さんは,か な り怒 っていたゎけで しょう.

は い c

教会担 当教師を,こ れか ら牧師 と言いますけれ ども,牧師が信徒 さんや関係

者 に暴行 を働 くとぃ ぅのは,牧師 としてはふ さゎ しくない行為ですね。

はい,そ うです。

ところで,平成 26年 11月 20日 に,教会担当教師を外す決定がなされて
おりますよね「

は い
凸

その最大の理 由は,襟首事件ですか。

7月 に村上 さん と話 し合った,そ の とき。

僕 の質問に答えて くだ さい。

それ′だけではぁ りません。

主には何 ですか。

主には, 7月 に村上先生,木村 さんが来て話 し合 った ときの内容に関

しま して,そ れがその とお り履行 されなかった とぃ ぅことに対 して ,

非常に残念だ と思った,そ のことです。

この襟首事件は,牧師 としてふ さわ し<な い行為だ とあなたはお っ しゃらて

い るんです けど,それ′カニ今回のきっかけで しょぅ.
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は い 。

とい うことは,襟首をつかんだ とい ぅことが,牧師 としてふ さわ しくないの

で,牧師の身分 を解任 した と,こ れが筋 じゃないんですか。

違 います。

違 うの。

は い 。

そ うす ると, ビジネ スチャンスだ と言つたこととか,謝罪 を しなかった こと

とか,そ うい うことで,牧師の身分 を解任す るとい う決定になった とぃ ぅこ

となんです か。

そ うです。

そ うす ると,本村 さんの意 向とは全然違 いますね。本村 さんは,乙 3号証 を

ずつ と見てい くと,最大の理 由は,胸 ぐらをつかんで罵声 を浴びせ た ことだ

と,手 を出 した ことだ とい ぅことが,こ まごまと書かれ ているわけで しょぅ。

あとの牧師夫人が SNSフ ェイスブ ックに何か書いた とい ぅよ うな ことは ,

付属的な ことじゃないですか。本村 さん/が 一番頭 にきてぃたのは, 自分の胸

ぐらをつかんだ とい ぅことなんで しょぅ.だか ら,乙 3号証のメールを書 し.ヽ

て,あ なた もそのメー ルに応 えて調査を した結果 ,こ れは牧師 としてふ さゎ

しくない とい うことで,岩 出教会の牧師の身分 を外 したんで しょう。 あなた

のさっきの説 明だ と,そ ぅじゃないんだ と,襟首事件 とい うのは大 した こと

ないんだ とい うふ うに聞 こえたんですけ ど,そ うじゃないんで しょ ぅ。

は い 。

はい とい うのは, どうぃ う意味ですかし

襟 首事件は大 したことない とい ぅわけではあ りません c

だか ら, この外 した最大の理由なんで しょうG
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その ことを彼 は誓いま した.で ,そ のことを守れ/な かった とぃ ぅこと

が 。

そ うすると,き ちんと謝罪をしてないとぃ ぅことが,牧師の身分を外 したと
い う理由なんですか。

ええ,はぃ。,

裁 判 長

今の答えはどぅなんですか。それが理由ですかとぃう質問に対 して。

それだけでは,も ちろんありませんけれ ど, しかし,牧師にとって
,

謝罪するとい う事柄は,職業的にも, とても重要な事柄でありますの

で,それを人々にも勧めている立場の人でありますから,そ れが守れ

なかったとぃぅことは,問題があるということでありますG

原告代理人

そ うす る と,木村 さんの教団に対す る意向 とは違 うわけですね。木村 さんは ,

さつきか ら言 っているよ うに,乙 3号証 を見 るとフ僕は こんな暴行 を受けた

んだ と,手まで出 したんだ と,だか ら彼は牧師 としての資格がないんだ と ,

処分せ ぇ と, これが彼の意 向で しょぅ。

被告 ら代理人 (高橋 )

そんなふ うには書かれてませんけれ ども。

原告代理人

そ うい う木村 さんの意向に,あ なたのほ うは応 えてないんですね。

裁 判 長

まず木村 さんの意 向が,今 フ原告代理人が言 った よ ぅな趣 旨だ とい ぅふ うに

理解 され ているか どうか,そ こはぃかがですか。

理解 しています。

そ うい うふ うに理解 されているんですねr             ‐

は い 。

つワ



原告 を教会担 当教師か らや めさせ るとい ぅ趣 旨は,暴行事件 でけ しか らんと

い うことだ とい うふ ぅには理解 されてぃ るんですね。

それは理解 しています。

原告代理人

とい うことは,本村 さんが処分を求める理 由と,教団が処分 を した とぃ ぅ理

由 とい うのは,違 うとい ぅことですね。

教団が処分 を した理 由の中に,本村 さんが言 つていた理 由も入 ってぉ

ります。

も入っていたん じゃな しに,それが一番 の主たる理 由 じゃないたノですか と,

僕は聞いてい るんです。

一番の主たる理 由ではあ りませんら

それか ら,任地指定委員会 が平成 26年 11月 20日 に開かれて,原告の牧

師の地位 を解任する決議 を していますが,こ の任地指定委員会の決議の根拠

は, どこにあるんですか。教規の 29条ですか。

……・=iは い,そ うです。

甲第 2号証 を示す

任地指定委員会が原告の牧師の身分 を外す決定を した,そ の根拠は , この 2

9条 に当たるのか と問いているんです よ。

はい,そ うです .

29条 の第 2項 では,「 当該教師及び教会の信徒代議員又は任命 されている

機関及び教師の意見 を尊重 して」 と書いていますね c

は い 。

この手続 は, どうい う形で尊重 したんですか。

任地指定委員会か らの委員が派遣 されて,そ こで話 を聞きま した。

いつ ,誰 か ら聞いたんですか。

村上先生か ら.
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それは,いつのことですか。

7月 16日 ですか。

………いや,それは………。

木村さんど原告から意見を聞いた,そ のことを言つているんですか。

そのことは違います.

じゃあ,いつ聞いたんですか。

11月 に,中江,馬場の委員が岩出教会に行っていると思 うんですけ

れども,そ のときに話を聞きました。

そのときに意見を聞いたか ら,原告の意見は聞いたことになるとい うことな

んですか。

は い 。

岩 出教会の組織的な意見 とい うのは聞いたんですか。

組織的な意見は聞いていません。 ・

甲 2号証の 29条 の第 2項 ,あ なたは先ほ ど,「任命 されてい る機 関及び教

師の意見を尊重 して」 とい うのは,キ リス ト教短期大学 とか何かお つ しゃつ

ていま したけれ ども,こ れ は岩 出教会のことじやないんですか。

いやフ任地指定委員会が,教会の代表である信徒代議員か ら話 を聞 く  V

とい うことが正式のルー トであ りま して,教会全体に意見を求 めると

い うことはあ りませ ん。

裁 判 長

今聞かれているのは,任命 されている機関というのが,岩 出教会ではないん

ですかということですが。

違います.そ この機関というところは違います.

原告代理人

本件については,7月 7日 に乙 3号証のメールが本村さんから教団のほうに
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来ている以上 ,牧師の身分 を景J奪す るとい う 11月 20日 の任地指 定委員会

の決定,こ れまで待たなくて もできたん じゃないですか。

質問の意味は分かりますか。任地指定委員会で, 11月 20日 に,原告の牧

師の身分を景J奪する決定をしたわけでしようcで ,そ れ以前の 7月 7日 に ,

既に乙3号証が,本村さんのほうから細かく書いて来てましたよね。

は い 。

それから, 7月 16日 に事情聴取もありましたよね.

｀
下
´
        は い 。

そ した ら,なぜ 11月 20日 まで待たな くちゃならなかったんですか。

7月 にお会い した ときに,謝罪があって,見守 る とい うことがあ りま

したので,見守っていま した。

11月 20日 まで見守っていた。

は い .

11月 20日 まで見守っていて,何で ここで打ち切 つたんですか。

ごめんな さい, もう一回 .

あなたは,原告の態度 を見守 るとい うことで過 ごしていたんだ とお つ しゃる

んだった ら, 11月 20日 に,そ の見守 るのを打ち切つて処分を した とい う

のは,なぜか と聞いているんです G

それ は,本村 さんは じめ,役員か ら書状が出たか らであ ります。

乙 6号証 の書状が来たか らですね。

は い 。

そ うす る と,乙 6号証の書面が教団に届いた ことによって, この任地指定委

員会 を開催 した とい うことになるわけですね。

そ うです。

問題の乙 6号証ですが,被告代理 ノ、側の主張によると,乙 6号証 とい うのは ,
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戒規の 117条 を念頭に置いたものであるということを言うているんですが ,

117条が念頭に置かれて,乙 6号証が作成されたと,あ なたのほうが認識

したのは,いつですか。

平成 28年 2月 22日 付け被告準備書面 (2)を示す

4ページの 5を示 します。 「そして、同日付けで本村が被告教団理事長に対

して送付 した。これは責任役員会の決議文ではないが、被告教会の原告を除

く責任役員・監事の意思として、教団教規 (甲 第 2号証)第 117条 を念頭

に置いて送付 したものである。」と言つているんですが,教団では,いつこ

ういう認識に達したんですか。

乙6号証とい うのは,原告を戒規処分にせよという趣旨だと理解 したとあな

た方は言つているわけですよ。これは,いつの時点で理解したんですか。

分か らないんですか。

その書面を頂いた ときだ と思います。

そ うす ると, 乙 6号証 を読 んだ ら,こ れは戒規 を求 めているんだなと,あ な

た としては判断 した とい うことですね。

違います。

書面を頂いた ときって,そ の ときの ことで しょう.

頂いた ときに,念頭 に置いて書いたんだなとい うこと|ま 思いま したけ

れ ども, しか し,それが文面には全然表れていませんで したので, 1

17条その ものを適用せ よと言 つてい るとい うふ うには,解釈 は しま

せんで した。

ただ,乙 6号証で,戒規 を求めてい るんだな とい うことは,あ なたのほうで

は分かつた とい うことですね。

V
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裁  判

原告代理人
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答

乙6号証といぅのは,さ っき読みましたけれども, 岩出教会の責任役員会の
決議を経ていないんですょね。

はい,そ うです。

そうすると,乙 6号証とい ぅのは,:

を念頭に置いて書いたんだなということは想像しました。

被告教会の意見とは言えないですね。
ごめんなさい,も ぅ一回。

被告岩出教会の意見を聞いたとぃぅことにはならないですね。
教会の意見を聞いたことにならないとぃぅ質問ですね。

は い
。

はい,そ うです。

原告は,そ の後, 12月 11日 に
,

を した とぃ ぅことですね。

は い 。

・

ということは,本件につぃて,任地指定委員会は,平成26年 11月 20日
に牧師の身分を解任する決定をし,それから12月 11日 に導回教師の任命
を決定したと,こ ぅぃぅ2つの決定をしてぃるといぅことになりますね。

2つ の決定 を……… しま した。 しか し,言葉 には少 し問題 がぁ ります。
あなたの乙 18号証 を見 る と, 2回委員会 を開いて,それぞれについて決定
を してぃるとい ぅのは間違 いないで しょぅ。

教会担 当教師の任 を解 くとぃ ぅことと,それか ら巡回教師にす るとい
うことです。

巡回教師を任命 してぃます けれ′ども, この身分は,期限はいっまでですか
,

定「氏
‐ヽ″
一

プうす｝

一

言
甲一教回巡が会員一本ヌ

｛疋指地任
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あるいは期間はどこまでですか。

すみません/,ち ょっと意味が。

1≦回教師としての身分はいつまで続 くのですかとい う質問です。

巡回教師としての身分は,毎年,発表がありますので,そ の 1年間と

い う形です。

任期は,原則として 1年だと伺つてもいいですね。

は い 。                      ,

(以 上 小林 秀子 )

ところで,平成 29年 ,今年 に入って 1月 ,原告か ら教団に対 して ,i≦ 回教    _

師の身分か ら教会担 当教師 として任地を指定 してほ しい とい う文書 が出ま し

たね Q

はい,出 た ことは知 ってお ります。

それ,に ついて,あ なたのほ うは回答 されま したか.

― ン 私は も うその段階で教 団の理事長でもあ りませ ん し,任地指定委員長

で もあ りませんので,回答 してません13

回答 してない。

はいG私はね。

教団 としては回答 したんです か。 あなたは回答 してない とい う,個 人的には,   ―

それは ともか くとして,教団 としては回答 したんか と聞いておる。

教団 としては回答は してませ ん G

してないですね。

は い 。

で,原告は,そ うす ると,平成 27年 4月 1日 か らず うつと今 日まで ,巡回

教師の身分 に置かれてるわけですね。

は い .

いつ まで続 くんです か。
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任期 は 1年 ごとです。

1年 ごとだつた ら, 28年 の 4月 1日 に 1回 , 29年 の 4月 1日 に 1回 夕更

新 しない といけないんで しょう。

任地は発表 してます。巡回教師,村上 とい う形で。

だか ら,巡回教師 としての身分 はず うつと続いてるわけですね。

毎年 ,任地で発表 してます ので,今回 も発表 は してお ります。

巡回教師です け ど,非 包括法人の他教会合,臨時に礼拝執行に赴 いた りす る

んですね。

は い 。

こ うい うこの派遣 つて言います け ど,派遣は誰が決めるんですか。

原則 として,来て もらいたい教会が招 くとい う形 になってます G

教会 が直接夕巡回教師本人 に来て くれ とい うことを言 うんですか。教団に言

って ,教団のほ うか ら,本人に対 して,行 けとい う形になるんですかっ

本人に直接言 うとい うG

原告本人はF今 日まで一回 もこ うい う要請はなかつたんです iす ど,間 違 いな

いんですね。

それはち ょつと私分か りません。把握 してませノυか ら.

教会 としての把握 はないんですか。彼はいまだに一回 もそ うい う派遣 の仕事

を してない とい うことは。

巡回教師は毎年 ,教団総会 に 1年間の報告 をす ることになつてます。

出てなかつたん じゃないで しょうか,報告 自体が。

とい うことは,全然,派遣の仕事がなかった とい うことで しょう。

それは分か りません。報告 自体が 2年続けてなかった と思います。

この派遣 された巡回教師は この派遣先か ら謝儀 をもらうんですか。

は し
｀ヽ
c

乙第 6号証 を示す
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⇒

それから, 乙6号証のこの意見書ですね,問題になつてる。分か りますね ,

この意見書。

は い 。

この意見書 については,甲 16号証で原告の奥 さんがいろいろ署名 した本人

に直接当た った りして,こ の署名 が署名者本人の意思か らは離れてるん じゃ

ないか とい うこ とを書かれてますが,それはあなたは知 ってます よね,甲 1

6号証。

書かれ てあるのは知ってます。

あなたはこの乙 6号証 で,川 原 さん とか谷澤 さんが署名 してますけ ど,こ の

お 2人か ら,そ の署名 は本当か と事情聴取 されたことはあ りますか。

あ りません。

この乙 6号証 ってい うのが,教規 29条 の第 2項 の意見を聞いた とい うこと

になるんですか。

は い 。                  ,

こ6号証つてい うのは, この印昂J部分と手書きの部分とが分かれてて,あ ら

かじめ印刷部分ができてる。その印刷部分になると,既に,「村上牧師の交

代を願いた く、理事長に正式に申し出ることに決定しました。」と,ま だ ,

谷澤フ川原 さんらが署名する以前に既に決定しましたと,こ ういうふ ぅに書

いてあるんですけどね。谷澤さん,川原さんにちゃんと聞いたんですか。全

ヽ聞いてないんですねc

はい,聞 いてません。               =
この乙6号証は誰が作成 したんですか。署名 した人以外。本村さんですかG

そうだと理解 してます。

あなたは本村 さんに, こういう書面が教団で彼の身分,原告の身分を討議す

るには要るんだと,先ほどの甲 2号証の 29条の関係から, こうい うヽ書面が

要るんだっていうことはあなたは本村さんのほうに要請 されたと問いてるん/
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ですけ ど,間違いないですか c

違います。

違 うんですか。

は い 。

そうすると,本村さんが勝手に乙6号証を自分の想像で作つたんですか,こ

んな書面を。

勝手かどうかは分かりません。

考えられないね。こんなきちつとした,既にァまだ署名がないにもかかわら

ず,決定しましたとまで作るつていうのは。誰かの指示がなかったら,本村

さん,で きないんじゃないんですか。

分かりません。

被告 ら代理人 (高橋 )

乙第 6号証 を示す

この文章ですね。

|ま しヽ∩

先ほ ど, この文章が教団教規 116条 以下にある戒規処分 を念頭 に置いて出

され′たものだ とい うよ うな話 , うちが主張 してる とい うよ うなことがあ りま

したけれ ども,あ なたは先 ほ どお答 えいただいたんです け ども,ち ょつ と分

か りづ らかったんで確認 したいんですけれ ども,そ の文章 を作 られた方たち

は,そ の 117条 の規定 を念頭 に置いて,それ を出 して きたんだろ うとい う

ふ うには思つたわけですかっ

この文面だけでは思いませんで した。

その文面か らして,戒規処分 を求めてるもんだってい うふ うに提 えてないわ

けですね .

そ うです。

そ うい う文章を出 して きた ってい うのは,そ の 117条 の ところに,「教職
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としてふさわしくない行状がある旨の事由を付 して、教団に所属する教職及

び信徒 2名 以上の者によって理事長に申し出た場合」とい うのがあるん/です

けれども,そ ういうふ うに,信徒さんとかの連名によって理事長に申し出る

という部分がこの規定を念頭に置いたとぃぅふうな理解ですか。

そ うですね。

それだけの話ですか。

,       は い 。

先 ほど,今 回P木村 さんのほ うが,原告の牧師 としての資質 を疑 うとか,資

質 を問 うとい うよ うなメー ルが来てた りしてたんですけれ ども,メ ールの中    _

には,襟首事件 と言われ る暴行 の ことと,そ れ,以 外にも,お金の ことですね ,

会堂建築 にまつわ る, とか ,ホ ームページの こととか,そ うい うの も書かれ

ています よね。木村 さん と しては,そ のいろいろな事情 ,全て引つ くるめて ,

牧師 としての資質を問いたい と,そ うい うふ うにあなたに願 い出てきた も /υ

だつてい うふ うに理解 され てますか。

|れ
｀
ヽ
こ

襟首事件だけを問題に している とい うふ うには捉えてるんですか。

いえ,違います。

木村 さん としては,襟首事件 の ことも,も ちろん,牧師 としての資質には間    ―

題 あるとい うふ うに言 つてい るけれノども,そ れ以外でも問題点が見 られ′る と,

そ うい うふ うに木村 さんが考 えているとい うふ うな認識ですか。

はい,そ うです。

教団のほ うとして も,別 に,襟首事件だけをもって,教会担 当教師 を外す と

い う決定を したわけではない とい うことですか。

そ うです。

裁 判 官 (甲 斐 )

甲第 27号証 を示す
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これ′は 2016年 2月 28日 付けとぃぅことで書いてありますけれども, こ

こに書いてある教会名,教職名 といぅのは,全てこの被告教団の,い わゅる,

今回,い ろいろ話に出ています教会と,ぁ と,教会担当教師という理解でょ

ろしいんでしょうか。

はい,そ うです G

答弁書を示す

2ページですが,そ この第 3の 1の (2)な んですが,こ こには,「 中部教

区に 13」 ,「西部教区に 6」 ,「東部教区に 6」 の教会があると書いてあ

るん/ですけども,先 ほ `ビ の甲27号証に書いてある教会の数と合わないんで

すが,何か変更はあったんでしょぅか。

変更がありました。

教会の数が増えたとい ぅことでよろしいですかc

は い 。

甲第 27号証 を示す

この中で,どれが新 しく追加 され.た ものかはお分か りで しょうか。

次の分 .

原告代理人

甲 27号証は 2016年 のものですね。

は い 。

甲1第 19号証を不す

あなたは今, 2017年 のを見たいということですから,甲 19号証, これ′

ですね。

裁 判 長

どこが増 えたかってぃ ぅのを, もし分かれば,お っ しゃってぃただいて _

いや,増 えたえ/じ ゃな くて,計算間違いかもしれませメし,

つ
υ
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計算間違いですかc

はい。それは減ったことぁるんです,最近。で,それをちょっと数字

間導ったかもしれないです。だから,こ の表のとお り,中部が 13た
なってまし′たですかね。

原告代理人

中部が 14に なってます。

14です。さっき, 13,ごめんなさい,間違いです。

裁 判 長

答弁書が間違っている。

は い 。

裁 判 官 (甲 斐 )

ちよつ と追加 で質問なんです け ど,教会 と伝道所 とい うのは区別が され てい

るんですか。

ここの 2名 ほ ど出てる伝道所はフ教会 と同 じようにみな してます。

裁 判 長

まず,任地指定委員会 とい う委員会 なんですけど, もともと,陳述書 による

と,人事委 員会 とい ぅふ ぅに言 つてた と。 これが 任地指定委員会 とい う名前

になった理 由 とい ぅのは証人はお分か りですか。                一

詳 しくは存 じ上げてませ ん。

先ほ どか らのお話か らす ると,正 に人事の ことを決めるので,人事委員会 つ

てい フ名称 のほ うがふ さわ しぃ ょ ぅに も思 うんですけど,そ れは何で任地指

定委員会なんですかね。分か らないですかね。

ちよつ と分か らないです。

それ,と ,戒規処分ってい ぅ話が出てきてるんですけ ど)今 まで,戒規処分 を

行った ことはあるんですかっ

あ りませんハ
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この戒規処分にす るときの手続 とい うのは, じゃ,余 り御理解 ない。

そ うですね ,そ こに も,分か らない手続 は書いてお りませ んので。理

解 はあ りません。

先 ほ ど,乙 6号証 が戒規処分 を念頭 に置いた よ うな書面 じゃないかな と思っ

たみたいなことをおっ しゃったんだけども,こ れЪ 実際の,そ うい う趣 旨な

のか どうかってい うのを,岩出教会,本村 さんをは じめ,あそ こに署名 され

て る方々について ,教団 として,御確認 になつたことはないんですか。

してません。

それは どうしてですか c

戒規処分フす ごく重 たい処分だ と思います。で,それ を発令す るとな

ると,す ご く,訴 える人が必要だ とか,い ろいろ規約があると思 うん

ですね。で ,そ うい う手続 を経 なければな りませ んので,教団に とっ

て もとても大きな事柄 ですか ら,だか ら,で きれ ば,そ の戒規処分 を

す る前に,い ろんな ところで和解の道はないかな と思 つてお りま した。

とい うよ うなお話 も含 めて,岩 出教会のその責任役員 さんメとの話 で,戒規処

分 を求めるのか ど うか,で ,た だ,求めるとなると大変 なんです よとcだか

ら, どうい うふ うな,ほかの道があるのか とか,そ うい うのを教団 と教会 と

の間で何か話合い をす る,そ うい うような御意思ってい うのはなかったんで

すか。

それはあ りませんで した。

それは どうしてなんですかね。

まあ,任地指定委員会の任地を決めるときに,意見は尊重 しますけれ

ども,そ の今お っ しゃってる戒規のことに関 しては,大変高度 な判断

が Z、要かな と思い ますので,ま だそ 二にまで至 ってない とい うふ うに

判断 しま したこ もし本 当に訴 えるノ、がお つて , こうい う手続 しなき

な らない ときには ,ま た具体的に話 を進 めてい くとい うことになっ

わ
ヽ
　
　
■
に
　
　
っ
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だろうと思いますG

先ほど,乙 6号証というのは,教会の特に議決とい うか,決議 とい ぅのは経

てないと, これはそ ういぅ認識だったんですね。

は い 。

改めて,決議を採るとい うようなことを,教団のほうから指示するなり,あ

るいは,そ ういうア ドバイスをするなりと,そ うい うこともなかったんです

ね。

任地に関してですね。

は い 。

それノは今 まで してお りません。

あ と, さっきか ら聞いててよ く分か らないんノですが,任地指 定委員会 の決定

とい う言 い方 をされていて,そ の後,理事長 さん,証人 も理事長 だった とい

うことで巡回教師に村上先生 を任命 されノますけど,決定 とい うの と任命 とい

うの と,こ れは教団の中では どうい うふ うに住み分 けを され てるんですかね c

最終的には,任命権は理事長 にあると、これはよろ しいわ iす ですね。

はい,そ うです。

決定 とい うのは,そ の任命す るまでのプロセスの中で重要なポジシ ョンでは

あると思 うん/だ けど,決定が最終的に,そ こで決定があったか ら,そ こでの

効果が発生す ると,そ うい うふ うな理解なんですか。

任地指定委員会で決定 され,て ,それで, 2月 に発表 の ときがあるんで

すね,任地指定委員会 の発表ですね,そ れ を もつて正式の発表 になる

わけです。 だか ら,時間的なフちょつと差がある と言 えば,わ ります

け ども,ほ とん ど意味合 い的にはおんな じょ ぅに使 ってお るので,こ

んノなよ うにな ります∩

先ほ ど,原告代理人か らの御質問の中で も, 11月 20日 に教会担 当教師の

身分か ら外す とい う決定があ り,そ の後,i生 回教師に任命す るとい う決定が

ヽv
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ありつてい う,何か何回も決定 してるということをおっしゃるもんですから,

それはあくまでもプロセスといぅことなんですか。

そ うですね, 1段階 とい うか,で ,それを踏まえて,次の段階に行く

とい う形の決定で。

先ほどから出てる意見を聞くとかどうとかつてい うのは,それはいつまでに

やればいいという御認識だつたんですか。 11月 20日 以前にや らないかん

もんなんですか,それ とも,最終的に,理事長として発表される,それまで

に意見を聞くとい う,そ ういう何かタイムラグがいろいろあるので,よ く分

からないんですけど。

いわゆる,決定までの間に聞くか,あ るいは,決定しても,本人が承

諾 しない場合もあるわけですねcそのとき,ま た更に意見聞かなけれ

ばならないですね,そ ういうことで,ま あ,決定は決定なんですけど

も,進めていくんですけども,そ のプロセスでまた話を聞くこともあ

ります。            '

本件も,先ほどから, 11月 20日 に外すという決定をされて,そ の後,中

江さんと馬場さんのほうが御本人,村上先生のほうへ話をされて,そ の話も

踏まえて,今度は巡回教師への任命というのがあって,更 に,ま た,何かそ

れが承服できないとい うことで,ま た持って帰つてみたいな,何回もこうキ

ャッチボールをやっておられるのは,今のおっしゃったような趣旨とい うこ

とですか。

そ うです。

あと,特別援助という話が出るんですけど,こ れは教団としてあくまで村上

先生が巡回教師になるとい うことを御承認になつたということを前提にした

特別援助 ということなんですか。それとも,不服もおっしゃってるけども,

生活のことがあるから特別援助しようかと,そ ういう話なんですかっ

生活援助のことの申入れがありましたんで,そ れに対 して特別,ほ ん
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とに特別なんですけども,援助するとい うことを決めました。

それは,村上先生のほうが,巡回教師には不服だと,私は教会担当教師だけ

ども,教会の決定がそ うだったらってい う話が前提の話なんですか。

そ うですね。
/1
∫でも,教会担当教師だつたら,謝儀が出るわけでしょう。

そうです。

:巡回教師だった ら,謝儀がない と。

1,  ないです。

謝儀 がないか ら,生活が困る と。 とい うことは,教団 としては,巡回教師だ

と,村上先生がね,巡回教師であるとい うことを前提にそ うい う特別支援 を

してるとい うことではないのかなと思つたんです け ど。

巡回教師で,それ を前提 で,だか ら,特別支援 を して るとい う。御家

庭の事情 とか,い ろいろお伺 い しま した し,そ れか ら,急、なことだっ  |

たので,そ れで,特別支援 とい う形で決定 しま した。

2年 間 と.

2年間,は い。

これが延長されるっていうことは,今のところないえノですね。

ないですね。

この 29年 4月 以降は,特別援助はなくなってるということでいいんですか

ね。

はい,そ うですねc

ただ,本件で,巡 回教師とい う地位 じゃなくて,教会担当教師だとい うこと

で争われています よね。それは御存 じです よねぅ __

は い .

そうなると,そ の特別支援というのは,出 した根拠っていうのはあびんです

刀 _`
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教団の財政の中に,生活の困窮 した教職に対 して上_特別に支援すると_

いう,そ ういう, どう言 うんですか,フ ァン ドとい うか,額は少ない

んですけども,そ うい ぅのがあって,だから,以前にもそ ういうこと

があつたので支給 したことがあるんですね。そこ,一応,財布 という

か,国 があるので,そ うい う生活の困窮 した教職で,そ のことが基準

で付 くか らとい う形に,前例があったので。

最後ですが,先 ほ ど,原告代理人がおっ しゃった, 29年 1月 に,村上 さん

のほ うか ら「 巡回教師か ら教会担 当教師へ変 えてほ しい とぃ ぅ,そ うい う要

望の書面があった と。 これは理事会では協議 された りしたんィで ヒノようか。

理事長か ら報告はあ りま した, こ うい う書面が出てる とい うことで。

特に,何か協議 して回答す るとい うよ うな,そ んな話には。

それは任地指定委員会のほ うだ と思いますので。

そ こは任地指定委員会。

は い 。

証人は任地指定委員会 には 入ってお られ ない a

私は入ってません G

分か らない∩

はい,そ うです。

(以 上 則定 富美子 )

大阪地方裁判所

裁判所速記官   小  林  秀  与幸ギ

裁判所速記官   則  定  富 美 子「
‐
「
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